
「不動産の調査範囲の確認書」使用方法

不動産取引の際、取引対象物件内で「所有者がどのような使用方法をしていたか」という「過去の不動産の
使用履歴」は重要な事項となる場合が多い。

たとえば、物件内での自殺・殺人事件・放火殺人など。

また、「自殺による死亡・殺人事件等がある」場合は、「物件を特定しての地元での聞き取り調査」について
は、売主には、「今以上に、過去の出来事について語られたくない」という強い心情があるため、「地元での
聞き取り調査をしないでくれ」という申し出や条件が出される場合があります。

また、「販売中であることを第3者や従業員に知られたくない」という売主も少なからず、存在します。

しかし、販売中の物件において、「物件を特定した上で、その物件で過去にどのようなことがあったか」と、売
主の意向を無視して、地元住民に聞き取り調査をすると、「販売中止」を売主から求められるリスクさえ生じ

ます。

このため、あらかじめ、「物件を特定しての近隣住民への聞き取り調査」を売主が除外するということについ
て、署名捺印を取得しておくことが大切です。

この場合、売主が「売主不動産情報開示書」を買主に交付することを条件とすることが大切です。

宅建業者は、売主が「聞き取り事項の調査範囲を一部除外した」ため、やむを得ず、「売主情報開示書」にお
いて聞き取り調査をした、という記録が大切となります。



不動産の調査範囲の確認書

　本日、売主（以下、「媒介依頼者」という）は、宅地建物取引業者（以下、「媒介受任者」
という。）との間で後記表示不動産（以下、「本物件」という。）の別紙媒介契約を締結する
に際し、「本物件が売却中」、または、「本物件に関する過去の使用状況」などを第３者や従
業員等に知られたくないなどの事情により、媒介受任者が行うべき通常の不動産調査の範囲を
下記のとおり確認し、購入希望者に告知致します。

記

１．調査範囲を一部除外する事項（該当するものにレ印を付けます。）

□　本物件を特定しての近隣住民への聞き取り調査を除外します。

（本物件を特定しての近隣住民への聞き取り調査をした場合は、本物件が売却中であるこ
とや本物件内での事故等について近隣住民に知られる恐れがあります。）

□　本物件内への立入り調査を除外します。

　　立入を除外する場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（立ち入り調査を除外した場合は、現況を明らかにできない部位についてのトラブルが発
生しやすくなります。この場合は、媒介依頼者の責任となる場合があります。）

２．前項の「調査範囲を除外する事項」は、媒介依頼者の個人情報を保護する目的のものであ
るため、本除外事項については、媒介依頼者は本物件の購入希望者に対して別紙「売主不
動産情報開示書」を交付し、誠実に告知致しますのでご理解くさい。

以上

（不動産の表示）

所 在

地 番

家屋番号

　以上のとおり、媒介依頼者及び媒介受任者が確認したので本書２通を作成し、互いに各１通
を保有します。

平成　　　年　　　月　　　日

媒介依頼者（売主）

住 所

氏 名

媒介受任者（業者）

住 所

氏 名

印

印
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